令和８年度 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合

 一般職の任期付職員採用試験実施要綱
令和８年度の安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合一般職の任期付職員採用試験は、次のとおり実施する。

１．職種及び採用人員並びに期間
　　任期付職員　１名
　　期間：３年間
２．受験資格

昭和41年４月２日から昭和61年４月１日までに生まれた者で、高等学校卒業又は同等以上の学力を有する者
　　　　
３．受験できない者

　　地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16号に該当する者

　　（成年被後見人または被保佐人、禁錮以上の刑に処せられた者、懲戒免職の処分を受けた者、暴力破壊主張団体に加入した者）
４．身分及び職務内容
　　一般職の任期付職員の採用等に関する条例に則って任期付職員として採用し、特別養護老人
ホーム愛光園のマネジメント全般及び経営改善業務にあたっていただきます。
５．選考方法
　　　書類選考（必要に応じて面接を実施）　　　
６．受験手続

　　申込方法　　「履歴書」及び「受験申込書」に記載の上、提出すること

　　　　※注　意

　　　　　　①履歴書は、本人の自書によること、偽りを発見した時は受験が無効となること

　　　　　　②本人が来られない場合は、代理人でも申込できること
　　受付期間　　令和８年４月10日（金）から令和８年４月20日（月）までの平日・土曜日・日曜の午前８時30分から午後５時30分までの期間内の受付とする。
７．合格発表

　　通　知　　試験日より約２週間以内までに本人宛に通知する。

　　　　　　　　　
８．失効

　　この要綱は、令和８年４月10日から施行し、令和８年４月30日限りで効力を失う。

